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令和８年４月１日制定 

【お問い合わせ】 
牛久市役所環境政策課 新エネルギー対策室 

〒300-1292 牛久市中央３－１５－１ 

補助金専用ダイヤル：0570-034-035 
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1．補助対象者 
 
 以下の要件を全て満たす方が対象となります。 

(1) 申請日時点において、牛久市の住民基本台帳に記録されている者 

(2) 申請日時点において、補助対象者本人及びその者と同一の世帯に属する者に 

市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険    

料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、下水道使用料及び市営住 

宅使用料（以下「市税等」という。）の滞納がないこと。 

(3) 本人又は本人と同一の世帯に住所を有する者が、この補助金の規定に基づく  

補助金の交付の決定を受けていないこと。 

(4) 補助金の申請を行おうとする省エネ家電の購入費用について、国又は地方公 

共団体が行う他の補助制度による補助を受けていないこと。 

(5) 省エネ家電へ買い替えるエアコン、電気冷蔵庫を令和８年４月１日から同年 

８月３１日までの期間に特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７  

号）に基づき、適正に処理していること。 

 

 

２．補助対象家電・対象要件 

(1)補助対象品目 

対象家電 対象要件 

エアコン 
2027 年度省エネ基準達成率 100％以上 

※統一省エネラベルより確認 

冷蔵庫 2021 年度省エネ基準達成率 100％以上 

※統一省エネラベルより確認 
※省エネ達成基準については、省エネ型製品情報サイトより確認ができます。 

https://seihinjyoho.go.jp/ 

 

(2)対象要件 

① 令和８年４月１日から同年７月３１日までの期間に購入したものであるこ 

と。 

② 市内に所在する店舗又は事業所（以下「販売店等」という。）において購入し  

た新品であること。 

③ 買替えであること。 

④ 申請日において省エネ家電の設置が完了していること。 
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(3)申請期間・購入期間 

 

 

 

 

 

 

 

申請期間  

 令和８年４月１日（水） ～ ８月３１日（月） 

家電購入期間  

令和８年４月１日（水） ～ 7 月３１日（金） 

 

※申請期間中であっても、補助申請額が補助予算額に達した場合は、その時点で 

 受け付け終了となります。 

 

※補助申請受付日に複数の申請があった場合には、抽選により交付・不交付を決 

定します。また、予算額の都合上、最後の方の交付額は、申請満額に満たない  

場合がございます。 

 

3．補助金額等 

補助率 補助上限金額 補助予算額 

１／３（千円未満切り捨て） ５万円 ５，０００万円（約１，０００件分） 

※以下の費用は補助対象外となります。 

① 附属品、設置及び配送に係る経費 

② 買替えに伴う機器の処理に係る経費 

③ 商品券、割引券、クーポン券又は販売店等のポイントで支払った経費 

 

※補助金の交付は、１世帯あたり１回限りとし、複数台購入した場合は、その金

額の合計とします。 
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4．手続きの流れ 

 

 

 

対象家電製品の購入

※買替えが必要です。

牛久市省エネ家電製品買替

え促進補助金交付申請書兼

請求書（様式第１号）

提出

書類審査
↓

決定通知書

（様式第２号）

補助金交付（口座振込）

市民

市

¥
¥
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5．申請方法 

※申請書類の窓口持参・郵送の他、電子申請フォームからの申請が可能です。 

(1)持参・郵送の場合 

 ・受付時間 平日の午前８時３０分～午後５時 

※正午から午後１時までは受付できません。 

 ・受付場所 牛久市役所第３分庁舎１階 省エネ家電補助申請窓口 

 

 ・郵送先  〒300-1292 牛久市中央 3 丁目 15 番地 1 

       環境政策課(省エネ家電補助申請窓口) 

 

(2)電子申請フォーム 

 ・受付時間 24 時間申請可能(いばらき電子申請サービス) 

       ※詳細は電子申請ガイドをご覧ください。 

 

 

6．申請時の必要書類  

※鉛筆や消えるボールペンで記入された書類は不可となります。 

※書類が、全て揃ってから補助金交付決定に係る審査を開始させていただき、書 

類が不足している場合は、書類一式を返却させていただくこともあります。 

 

提出書類一覧 

①牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金交付申請書兼請求書（様式第１ 

号） 

※補助申請窓口、もくしは市ホームページから取得が可能となります。電子申請の場合  

には、申請フォームで同一の内容を入力していただきます。 

 

②補助対象家電のレシート又は領収書の写し 

※購入日、購入店舗又は事業所の名称及び所在地、補助対象家電の情報（製造者、商

品名、型番等）並びに支出の内訳記載のあるもの。 

※補助対象経費となる家電の購入費とそれ以外の費用（設置費・配送費等）が別に記載  

されていることを必ずご確認ください。 

 

※店舗等により、レシートに記載される内容が異なります。購入前にレシート等に必  

要事項の記載があるか確認していただくようお願いします



 

5 

③補助対象家電の製造者が発行した当該補助対象家電に係る保証書の写し  

※メーカー発行以外の販売店発行等の保証書のみは不可 

※メーカー発行の保証書がない場合は、補助対象外となります。 

 

④申請に係る買替えに伴う機器の処理に係る家電リサイクル券排出者控の写し 

※排出者氏名、お問合せ管理票番号及び品目の記載があるものに限る。  

 

⑤省エネ基準達成率を確認できる書類 

※補助対象家電のカタログ、省エネ型製品情報サイト上で当該家電を確認できるペー  

ジ等を印刷しご提出ください。 

 

⑥口座情報の分かる書類等の写し 

※通帳（表紙を開けた見開き）の写し、またはインターネットバンキングの口座情報  

の印刷物をご提出ください。 

 

⑦本人確認書類の写し（下記以外の本人確認書類は事前にご相談ください。） 

※運転免許証・・・表・裏の両面 

※マイナンバーカード・・・表面のみ（顔写真・氏名・住所・生年月日がある面）  

  注）裏面（個人番号が記載がある面）は提出しないようにご注意ください。  

 

⑧申請時のチェックリスト 

※申請の際に、注意事項等を確認し、書類に不備のないよう事前確認をしていただく  

ものです。購入の前に必ずお読みいただき全てのチェック欄にチェックをした上で    

ご提出ください。 

 

 

７．交付決定の取消 

以下の要件に当てはまる場合は交付決定が取消しになります。（補助金交付後に

判明した場合は補助金を返還していただきます。） 

【取消しとなる要件】 

①  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

②  補助金の交付決定の条件に違反したとき。 

③  告示の規定に違反したとき
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様式第１号（第６条関係） 

   

牛久市長 様 

 

令和８年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金交付申請書兼請求書 

 

令和８年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金の交付に関する告示第６条の

規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 なお、補助金の交付決定を受けるに当たり、市税等の納付状況について調査することに

同意します。 

申
請
者
情
報 

フリガナ ウシク タロウ 申請日 令和８年４月１日 

氏名 牛久  太郎 生年月日     平成〇年〇月〇日 

住所 
〒３００ – 〇〇〇〇        

牛久市〇〇３丁目１－１ 

電話番号  ０９０－○○○○－□□□□ 

 

品目 メーカー 型番 製造番号 本体購入価格(税込) 

エアコン 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 ２２０，０００円 

冷蔵庫 △△ △△△ △△△△ １２１，０００円 

    円 

合計額（A） ３４１，０００円 

 

補
助
金
の
額 

補助率適用額（A）×１/３ １１３，６６６ 円 （B） 

（B）の 1,000 円未満切捨て額 １１３，０００ 円 （C） 

補助限度額 ５０，０００ 円 （D） 

補助金申請・請求額 

（C）、（D）いずれか少ない金額 
５０，０００ 円 

 
【振込先】 

金融機関 
       ☑銀行 □組合 

  □（    ） 

☑本店□支店   

□支所□出張所 

預金種別 ☑普通 □当座 口座番号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

フリガナ ウシク タロウ 

口座名義人 
 

※申請者本人名義以外の口座は指定できません 

【添付書類】 
１ 補助対象家電のレシート又は領収書の写し（購入日、購入店舗又は事業所の名称及び 
所在地、補助対象家電の情報(製造者、商品名、型番等）並びに支出の内訳記載のあるも 
の) 

２ 補助対象家電の製造者が発行した補助対象家電の保証書の写し 
３ 家電リサイクル券排出者控の写し  
４ その他市長が必要と認める書類 

記入例 

 

 

 

牛久 牛久 

牛久  太郎 

税込金額 

(値引き等要確認) 

日中に連絡がつ

く番号を記入 
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令和８年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金申請時チェックリスト（表面） 

◇申請希望の方は、購入前に必ず「申請の手引き」にて補助条件や申請書類等をご確認ください。 

◇本チェックリストにて「補助条件の確認・同意」・「申請に必要な書類」等が全て整っていることを確認し、□欄にチェック

（レ）し、申請書と共に提出してください。 

 

       

申請者名：       

確認内容 チェック 

購
入
前
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
特
に
注
意
が
必
要
な
内
容 

 

購入 
古い製品からの買替え、市内販売店・事業所での購入を補助対象としており、新規設置のための

購入、市外での購入及びインターネット購入は補助対象外となることを理解しました。 
☑ 

購入 
エアコン・冷蔵庫で一定の省エネ基準達成率を満たした製品のみ補助対象となることを理解し、

補助対象品目を購入しました。 
☑ 

購入 

メーカー発行の保証書の写しの添付が必要なことを理解しました。 

※メーカー発行の保証書の無い製品は補助対象となりません 
☑ 

購入 家電リサイクル券排出者控の写しの添付が必要なことを理解しました。 ☑ 

申請 
申請は先着順であり、期間内に購入した場合であっても（設置後の）申請時点で予算額に到

達した場合や申請期間を過ぎた場合など申請できない可能性があることを理解しました。 
☑ 

申請 

申請額が予算額を超える際は、同日に到着した申請書全てを同着とし、抽選により補助金の交

付を受けられる人を決定することを理解しました。また、このうち最後の１人は予算残額が補助金

上限額となるため、交付額は申請額より少なくなる可能性があることを理解しました。 

☑ 

申
請
に
係
る
申
告
・
同
意 

設置が完了した後の申請です。 ☑ 

今回の申請のために購入した家電については、本市を含む、国又は地方公共団体が行う他の補助金の

申請をしておりません。 
☑ 

市税等に滞納の無いことを確認することに同意します（世帯全員分）。 

なお、滞納があった場合補助金の交付を受けられないことを理解しました。 
☑ 

本補助金受領後に内容に相違が発生した場合や本補助金交付告示の規定に違反した場合は，交付

された補助金を市が指定する期日までに返還する。 
☑ 

補助金の交付決定の日から起算してエアコン及び電気冷蔵庫は 6 年間、譲渡、交換、貸し付け、転

売、廃棄等をしない。 
☑ 

申請書に添える書類が、全て揃ってから補助金交付決定に係る審査を開始し、書類が不足している際に

は書類一式が返却される場合があることについて理解しました。 
☑ 

牛久太郎 

全てが☑されていることを確認 
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令和８年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金申請時チェックリスト（裏面） 

 

確認内容 チェック 

必
要
書
類
に
関
す
る
確
認
事
項 

 

【申請書全般】全て記載されている。 
☑ 

【申請書_振込先欄】申請者本人の口座である。 

※補助金の交付は本人口座への振込のみ 
☑ 

【レシート or領収書写し①】購入先所在地は牛久市内である。 
☑ 

【レシート or領収書写し②】購入日が令和８年４月１～７月３１日の期間である。 
☑ 

【レシート or領収書写し③】製品のメーカー、商品名、型番が記載されている。 ☑ 

【レシート or領収書写し④】製品代・別途購入品代・配送料・設置費用等の内訳がある。 ☑ 

【保証書写し】メーカー発行の物である。 

※販売店発行の保証書のみは不可 
☑ 

【家電リサイクル券排出者控の写し】補助の対象となる製品への買替えにより処分した製品に対し発行

されたものである。※排出者名が申請者本人である。 
☑ 

【省エネルギー達成基準率が分かる資料】カタログ又はメーカーホームページ等の印刷物の購入した製品と

その省エネルギー達成基準率が分かるよう印をつけている。 
☑ 

【様式】請求額に商品券、割引券、クーポン券又は販売店等のポイントで支払った金額が含まれていな

い。 
☑ 

【振込口座写し】申請書に記載の振込口座の写しである。 
☑ 

【本人確認書類写し】運転免許証（両面）やマイナンバーカード（表面のみ）を添付しているか。 ※そ

れ以外の場合は、事前に相談すること。 
☑ 

【本チェックリスト①】申請者名の記載がある。 
☑ 

【本チェックリスト②】チェック（レ）が全てついている ☑ 


